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民間盛者の死後における｢祭壇｣の継承

-青森県八戸市の事例から-

大　道　晴　香

1.問題の所在

青森県の民間盛者1は従来､民俗学､宗教学､精神医学を始めとする様々な学問領域から研究

がなされてきた｡本県は沖縄県と並ぶ日本の盤者研究における要所であり､研究の蓄積も厚い｡

研究史に軽く触れておけば､当地の民間垂者はまず､日本における盃者研究の噂矢というべき柳

田国男の｢東女考｣ 2によってイタコが研究の表舞台に姿を表すこととなった｡その後､一九大

〇年代には堀一郎や石津照璽の宗教学的アプローチによって｢シャマン(シャーマン)｣研究の

狙上に載せられている｡ ｢シャマン(シャーマン)｣が盃者的人物そのもののあり方にスポットを

当てる概念であったために､その導入によって民間盛者の実態は急速に明らかとなり､同時に､

当初から注目を集めていたイタコとは区別されるべき民間盛者の存在を露呈させることともなっ

た｡現在広く知られるイタコとカミサマという類型は3､一連の研究を通じて明らかとなったも

のである｡青森県における民間盛者の調査は一九六〇年代から一九八〇年代にかけて盛んに行わ

れ､多くの成果が得られてきた｡

しかしながら先行研究を傭轍してみると､本県の民間Zrl.者を対象とした従来の研究において､

｢民間盛者の死後｣という局面について着目するような試みは殆どなされてこなかったo柳田の

ミコ研究に始まり､圧倒的な研究の蓄積を誇る当地の民間韮者研究にも関わらず､ ｢民間盛者の

死後｣に焦点を当てたものは､ ｢津軽赤倉信仰覚書ゴミソ系カミサマの活動を中心に｣4 ｢修行堂

から神社へ-津軽赤倉信仰における｢教団化｣の事例-｣5といった池上良正の研究の他に

は見当たらない｡

池上は､カミサマの修行場とされる岩木山赤倉を研究対象とし､調査当時の赤倉を｢現在に至

る約二十年間で､既存の堂が繁栄を続けながらも創設者の時期を過ぎ､世俗化や継承の問題に直

面する時期｣ [池上, 1986: 4]と位置づけたうえで､堂社や信者集団の継承について調査して

いる｡池上は継承形態の現状を①｢血縁者が｢非力ミサマ｣のまま堂の所有権を継承するタイプ｣､

② ｢血縁継承をとるが､神社本庁や既成仏教教団などで講習を受け､免許を取得してから後継者

となる場合で､教団への発展志向の強い堂社に顕著なタイプ｣､ ③ ｢師資相承をとるもので､力　二

を授かった弟子のひとりが堂主となるタイプ｣の三つの型に分類している[前掲:27]｡また開六

阻亡き後のH堂を対象として､ ｢シャマこズム的信仰形態の持続と変容｣という観点から､カミ

サマ信仰の｢教団化｣についても論じている[池上, 1986] [池上, 1999]｡

このように､ ｢民間来者の死後｣という局面を研究の射程に収めるにおいて､池上が有してい
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たのは｢信者集団の組織化､堂社の維持･継承､さらには堂主間の交流などに伴う､いわば宗教

社会学的な問題関心｣ [池上, 1984: 5]であったo同様の局面を対象とするにあたって､論者

が関心を抱くのは､むしろ上記の問題関心ではその存在が前提とされる｢堂社｣のような､民間

iF.者の残したモノ6の存在である｡

民間砿者の存在自体が主要な研究対象であった従来の研究において､彼らのモノが扱われるの

はいつもライフヒスト.)-や盛業の報告の片隅であり､モノは民間垂者に付随する二次的な要素

に過ぎなかったo Lかしモノは所有者である民間蛮者が没した後も単独で存在し､それ自体に認

められる宗教的価値によって､今度は一次的要素として新たな局面を生み出す可能性を秘めてい

る｡

本来モノに宗教的価値を与える主体は人間の側であるはずにも関わらず､一度宗教的価値を与

えられたモノはそれと関わる人間に一定の儀礼や扱いを要求し､むしろ主体的に立ち振る舞って

いるかのようにさえみえる｡人とモノとの関係は､前者が主体､後者が客体と固定化されがちだ

が､例えば｢オシラサマが家にあるからそれをアソバセル｣ ｢あの家のオシラサマアソバセには

代々参加していたから参加する｣というように､モノの存在があるからこそ人が何らかの行動や

信仰を生み出し､そこに信仰現象が発生するという､モノから人へという方向での視座も必要だ

ろう7｡

本稿の目的は､民間垂者の死後､彼らの残したモノの存在によって生じる信仰の様相の一端を

明らかにすることにある｡ここで具体的に取り上げるモノとは､民間盛者の｢祭壇｣であるoイ

タコとカミサマは共に白身の信仰対象を示巳るための｢祭壇｣を保有しており､この壇前が通常彼

らの主要な活動の場となっている｡こうした｢祭壇｣が民間韮者の没後も処分されること無く､

彼らの血縁者によって継承される事例というのが本研究の対象である0

2.調査地について-八戸市における民間昼者の状況-

祭壇の継承事例を調査するにあたって､本稿が対象としたのは青森県八戸が(南郷区を除く

旧八戸市)である｡八戸市は青森県の東南部に位置し､現在､人｢蘭二十四万人9を有する南部

地方の中心都市である｡青森県は日本海側の津軽地方､太平洋側の南部地方､下北半島の下北地

方という三つに大別され､文化的特色もこれらの地方によってやや異なった様相を里する｡

民間来者という観点からみれば､石津による東北地方の剰谷の範型では､本県は｢南部地方｣

(岩手県北部と包括)と｢津軽地方｣ (秋田県中央以北と包括)に二分されており10 [石津,

三1969= 4]､岡田垂精は右津の区分に下北地方を加えて､ ｢津軽｣ ｢下北｣ ｢上北･三戸｣という区
五分を採用している[岡田, 1977 : 227]｡したがって鉱俗の範型はおおよそ地理的区分と呼応する

といえる｡

通常は自宅のある地域社会を活動の拠点とする民間韮者だが､彼らにはそうした地域以外の場

との結びつきも指摘される11｡そのなかで最も有名なものは､下北地方の恐山で夏に行われるイ



民間両者の死後における｢祭壇｣の継承 21

タコの口寄せであろう｡さらに津軽地方では金木町の川合地蔵堂の大祭､南部地方ではおいらせ

町の法運寺で八月に開催される｢いだこ祭り｣でイタコの口寄せが行われている｡津軽地方の場

合にはこの他にも､久渡寺､岩木山赤倉､高山稲荷神社など民間盛者との結びつきが指摘される

場所が存在しており､これらの場を通じてこれまで多くの研究がなされてきた｡地域社会に溶け

込んでしまえば見つけ出すことの難しい民間盛者を研究するには､活動が表面化するこうした場

の研究が不可欠である｡

この点のみでみれば､南部地方は民間盛者研究においてそれほど重きを置かれる地域ではない

と判断されるかもしれない｡だが後にあげる石津や鈴木の報告からも分かるように12､南部地方

には多くのイタコが在住しており､その存在は｢はやくから学会に報告されかつ注目を浴びた｣

[桜井, 1974:262]とされる｡またカミサマに関しても､昭和五十一年(1976)に調査を行っ

た西村が南部地方にもイタコ以外の韮者が多数存在し､地域住民-の関与度も高いことを示唆し

ている[西札1976:33]o桜井は､重要な社会的機能を示す盛俗が沖縄諸島と北海道･夷北地

方にみられることを指摘したうえで､ ｢太平洋に面する南部砿俗は､日本海側に面する『津軽』

韮俗とならんで､まさしくその中心となるもっとも重要な地域｣ [桜井, 2004:289]と位置づけ

ている｡

南部地方の中心地である八戸市では現在までに幾度かの調査が実施されており､昭和三十年

(1955)の佐藤正順｢八戸市周辺の韮俗の業態｣ L3を始めとして､中村民男｢青森県におけるシャ

マニズムの社会精神医学的研究-イタコと類似者との比較-｣ 14､石津照璽｢東北の盃俗探

訪覚え書- 1 -シャマニズムの問題性及び青森県の南部地方のこと｣ 15､石川純一郎｢口寄せ盤

女の伝承一八戸市周辺の場合｣ 16､西村康｢南部地方の頒依症候群をめぐる文化精神医学的研究｣

17､鈴木岩弓｢南部地方の韮俗｣ 18などによって､民間砿者の実態が明らかとされてきた｡特に

鈴木は南部地方の民間盛者について非常に詳細なデータを提示している｡

鈴木はこれまでに明らかとなっている亜女の所在に､自身の聞き取り調査の結果を加挿し､明

治期から平成十←年(1999)現在に至るまでの韮女の存在を分布図としてまとめている[鈴木,

2001 : 353-355]｡これによれば南部地方ではこれまでに､イタコ七十八人､カミサマ二十六人､

区分の不明な者二十八人､合計百三十二人の盃女が確認されている｡

本稿の対象とする八戸市に限れば､現在までにイタコ三十人､カミサマ十二人､不明六人が確

認されており､市の面積を考慮しても相当数の盤女が現在までに存在していたこととなる｡分布

としては沿岸部から市内中心部にかけて集中しており､これは調査における聞き取りや桜井の指

摘する地域的な事情[桜井, 2004:311]から推音貯して､常に危険と隣り合わせの漁業従事者と

民間盛者との親和性が一因にあるとみられる｡さらに鈴木は平成十一年現在に活動中の東女一覧

も提示しており､ここでは八戸市においてイタコ十二人､カミサマ四人､不明六人が確認されて

いる｡

本稿の調査は鈴木教授よりご好意にてご提供いただいた上記のデータをもとに､八戸市におけ

る民間来者の存在に関して更に調査を行ったものである｡鈴木教授にはあらためて感謝の意を表
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したい｡別表は鈴木のデータに､文献調査と自身の聞き取り調査の結果を加えて作成された､八

戸市(南郷区を含まない旧八戸市)で明治期から平成二十一年十一月現在までに確認された民間

盛者の一覧表である｡八戸市ではこれまでにイタコ四十一人､カミサマ二十一人､不明六人､合

計六十八人の民間蛮者が確認されており､そのうち平成二十一年現在活動中の者は､明確なもの

で､イタコ三人､カミサマ七人､不明三人であったoこの結果からも従来述べられてきたように､

当市においてはイタコの活動が大変活発であヴた様子が窺われるo当市のイタコには｢三八百女

信仰会｣や｢八戸組｣と呼ばれる同業者組合19が存在しており､昭和十八年(1943)五月九日付

けの｢三八盲女信仰禽々則｣には､四十三名の名が署名されている2n｡生年の分かる者で最も古

いイタコは嘉永年間生まれであるが､このイタコにも師匠の存在が明らかとなっているため､イ

タコの存在の古きは更に年代を遡ることだろうoだが十年前に行われた鈴木の調査と比較する

と､活動中のイタコの数は明らかに減少している21｡

対するカミサマはある程度組織的なイタコとは異なり､その存在が把握しづらい状況にある｡

よってここに記されたカミサマはほんの一部に過ぎず､その数はさらに増えると予想される｡カ

ミサマで生年の最も古い者は明治四年(1871)生まれであり､他にも明治時代の生まれの者が少

なからず確認されることから､イタコと比較してみても､カミサマも古くからその活動が認めら

れる｡カミサマには同業者同士の組織的なつながりはないものの､各カミサマが神道系教団のよ

ぅな組織的宗教に所属する傾向がみられ､この表だけでも､御棟数､出雲大社教､神習教､吉田

神道､竹駒神社､太平山三吉神社の名があがっている｡しかしカミサマの信仰対象や垂業の重要

部における技法は､所属する組織の教義によって規定されるわけではない[鈴木, 2001 :362]｡

なお､イタコの場合にも同業者組合とは別に､瑞穂敦や報恩寺など特定の組織的宗教に所属する

者がみられる22｡

ここで断るべきは､別表における民間来者の地域的分布は､当市における民間躯者の分布を直

接的に示すものではないということであるo表中に湊地区の民間韮者が多くみられるのは､本研

究に関連して､論者がこの地区で集中的に調査を行った結果を反映したためであり､よってここ

には地域的な偏りがある｡湊町(新湊地区23を含む)の場合､明治期から現在までにイタコ四人､

ヵミサマ五人､不明一人､合計十人(うち現在活動中は三人)が確認されており､小規模な範囲

に限定しての調査から得たこの数字は､全てを網羅できているとはいえないものの､町単位での

状況を把握するのには信用に足る数字と考えられる｡鈴木の分布図においても沿岸部に民間韮者

が多い傾向にあることから､湊町におけるこの数字は他の地区と比較してやや多いものと推測さ

れる｡しかし-町内でこれだけの民間韮者が存在していた事実は､当市における民間砿者の活発

さを裏付けるものといえる｡

3.調査対象-民間昼者の｢祭壇｣と｢祭殿｣ -

ィタコとカミサマはいずれの場合にも､自身の信仰対象を紀るための｢祭壇｣を保有している
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(写真1､写真2).一般的に祭壇というと､そこに

配られる個々の要素を含まない､純粋に壇の部分のみ

を指す印象を与えるかもしれない｡しかしここでは､

それらの要素も祭壇の構成要素と位置付け､広い意味

で｢祭壇｣という語を用いる｡

民間盛者の｢祭壇｣は一般的には自宅内の一角に設

けられる傾向があるが､なかには自宅と区別可能な施

設の形をとったものも見受けられる｡具体的には､写

真1及び2が前者に､写真3が後者に該当する例であ　PF

る｡本稿では民間韮者の｢祭壇｣が写真3のような施

設の形をとったものを､仮に｢祭殿｣と呼ぶこととし､

この｢祭殿｣に対象を限定して調査を行った｡これは､

①自宅内の｢祭壇｣と比較すると｢祭殿｣の方がその

独自な形ゆえに残される可能性が高いと推測されるこ

と､ ②調査の便宜上｢祭壇｣の存在を外部から確認し

やすいこと､という二点を理由としている｡従来の調

査報告や自身の調査からも､民間盛者が当初から｢祭

壇｣を｢祭殿｣という形で設ける例は確認されておら

ず､通常は自宅内に｢祭壇｣が設けられ､後に｢祭殿｣

という形をとるという段階を経ることが分かっている｡

民間盛者の｢祭壇｣が｢祭殿｣という形で死後も継

承されている事例は､現時点で六件(別表: No.51､

52､ 53､ 57､ 58､ 61)確認されている｡注目すべきは､

確認された六件が全て､カミサマの｢祭壇｣であった

という点である｡この点に関しては､イタコとカミサ

<写真1 >カミサマの｢祭壇｣

<写真2 >イタコの｢祭壇｣

<写真3 > ｢祭殿｣

マの｢祭壇｣が持つ性格の違いが関係すると考えられるが､これに関しては別稿に譲る｡本稿が

扱うのは､ ｢祭壇｣が継轟される事例だが､しかし民間韮者が亡くなった場合､ ｢祭壇｣ (特に室内)

は彼らの親族の手によって処分されるケースも多く確認され､民間盛者亡き後の｢祭壇｣のあり

方としてはこのようなケースが一般的と推測される.

上の六件の事例において現在｢祭壇｣を継承している人物は､民間韮者とは血縁的関係がある

とはいうものの､その人自身は盛者的資質をもたない非盛者である｡継承者と話をして気がつく

のは､ ｢何が配られているかはよく分からない｣にも関わらず宗教的なモノを預かることに対す

る困惑と､ ｢あるものは仕方がない｣という言葉に表れているようなある種の妥協である｡継轟

に対してそれほど抵抗感を持たない者もみられるが､多くの人にはこうした反応がみとめられ

る｡つまり事例は､血縁的関係によって､非韮者が民間盛者の信仰対象の紀られる｢祭壇｣と受
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動的に向かい合わざるを得ない状況と説明することができる0本稿ではこうした継東署の視点か

ら､事例について考察していきたい0

4.カミサマ存在時の｢祭壇｣ -カミサマl ･ Tの事例から-

本稿が焦点を当てるのはカミサマが亡くなった後の｢祭壇｣であるが､それではカミサマの存

在時｢祭壇｣はどのようなモノであったのかo事例を考察するにあたっては､先にこの点を確認

しておく必要があるだろうoカミサマは｢祭壇｣というモノをいかに作り出し､いかなる意味与

ぇ､いかなる関わりをもっていたのかo民間盛者の｢祭壇｣に関しては､これまで､調査報告に

記述がみられたとしても､外見的な印象の記述や､ ｢～を配っている｣という大雑把な記述にと

どまっており､その構成や個々の要素､紀られるものと来者的資質との関係､盛者や信者との関

ゎりなどを調査するような取り組みはなされてこなかったoこうした課題を意識したうえで､こ

こではカミサマの｢祭壇｣について詳細を記していきたいo

なお､現在活動中のカミサマにおいて｢祭殿｣を保有する者が確認できていないため､ここで

は自宅内に設けられた｢祭壇｣を参考としてカミサマ存在時の｢祭壇｣について確認することと

する｡事例として紹介させていただくのは､八戸市鮫町で現在も活動中のカミサマⅠ ･ T (女性:

19341､別表No.42)の｢祭壇｣であるo

職能獲得を目的として韮者的資質を得るイタコとは異なり､カミサマは盛者的資質の獲得を目

的としてそれを得るのではない.カミサマの成益はこれまで､ ①自身の抱える個人的な問題(病

気や貧困など)をきっかけとして神仏を拝むなかで盛者的資質を得る､ ②突発的な召命体験に

ょって盛者的資質を得る､という二パターンに大別されると考えられてきた240いずれの場合に

も､この時に直接的な交流をもった神仏が盛者としての主たる信仰対象となり､これを紀るため

に｢祭壇｣が設けられる｡

上で｢主たる｣と前置きしたのには理由がある｡それは､ある程度の期間鉱業を行ってきたカ

ミサマの場合､ ｢祭壇｣に紀られる信仰対象は単数とは限らないためであるoむしろその複合的･

習合的様相こそが､カミサマの｢祭壇｣の特徴ともいえるかもしれないo写真4及び写真5はカ

一二1

<写実4>いTの｢祭壇｣①　　　　　<写真5>いTの｢祭壇｣②
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① ���;��韈��掛け軸 �:ﾘ*�+�,H*ﾘ.ｨ.���ﾆ��4ｨ7�5H7ﾕB茣�*ｩ�(,�,H*(+ﾒ�ものを後継いで経るようになったo 

② �r�倭 �.�.x*(.�,ﾆ��※把つているうちに含めなくてよいと言われた○ 

③ 仞�6ﾔｩNI>8ｷｲ�掛け軸 僣8,�,H*ﾘ.ｨ,(,B�h,仂h�(*｢凅�+ﾖ�*(.x,�*(,(,Hﾋ�,�,B�
も置いていく○まとめて買って売りにくるんだろう○ 

④ 侈�ﾋｹvﾂ�獅子頭 ��

⑤ 俯YY����倭 俾兒ｨ,X�9jH,(+ﾘ�ｲ�

㊨ ���鶫[ﾉ��� ��

⑦ �)nﾙ���倭 ��x��*ｩ(h巉*�.yH8,�,H*ｸ+ﾘ.�,ﾈ/��h,(+ﾖ��x��,ﾙ�H,��h,"�

ていた○(この像が)うちに来たかったのだと思う0線が 
あったのだと思う○(これを購入する際､漁船に乗ってい 
た息子の)網が軽く軽くあがって､塩釜で下ろしたら､人 
だかりができた○様々な光を見せてくれた○ありがたかつ 
た0本当に感謝○ 

㊨ 仂ｩU�{I���掛け軸 倆h,ﾈ��II(*(,ﾈ/�(X+ﾘ�,ﾉ�ﾈ,ﾈ���8*ﾘ,�,�+ﾘ蹂*ｩ�(,�,B�いたo 

⑨ 伜(,ﾉ���掛け軸 册8*ﾘ,�,�+ﾘ蹂*ｩG�/�,X*(+ﾘ�ｲ�

㊨ 儘���X蹌�掛け軸 ��

⑪ �+丶8�)�YZ葦R�掛け軸 ��

⑲ �)�i�j8,ﾈ����写真 ��i�h+�,�+ﾘ*�,�*�+8/�*ｨ*(,JH+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ���/�G�/�,X*(.��ｲ�※カミサマにも師弟関係が語られることがあり､Ⅰ.Tに 
もK.Tという｢先生｣の存在が確認されるo 

㊨ �*域�+8/�,ﾈ����写真 ��huB薊,ﾈ蹂,ﾘ4ｨ7�5H7ﾕB荳,X*�.薬�

⑭ 佩Hｧﾉmｨ,ﾉ�ﾉ$(,ﾈ����写真 佩I58�"�*�/�+ﾘ*�+8/��#X/�G�/�,X.��ﾈ+ﾘ+�,ﾈ*�,(-ﾈ.�*｢�あって､その人たちが亡くなると仲間のとこに写真を送つ 
てくるoそれらも一緒に拝んでるo 

⑮ 偖ﾈ蕀Zyvﾂ�掛け軸 豫�况ﾈ�ｸ7ｨ6x5�/�ﾌH-H,h*ｸ,�/�*�,唔�ﾈ*�.x諄,�,H.�/�+h.��ないか○遠野で買ってきたo知らないと思うけど､色んな 
ところで売っている○ 

ミサマⅠ ･Tの祭壇である｡前述の特徴に漏れず､ I ･Tの｢祭壇｣には非常に多くのものが配

られている｡そこでまずは｢祭壇｣を構成する個々の要素についてⅠ ･ Tに話を窺った｡以下が

その結果であるo

I ･Tの｢祭壇｣は主に､ 1) Ⅰ ･T自身が示巳ったもの､ 2) I ･Tの姉が紀っていたもの､

3)特に信仰はしていないが置いているもの､という大きく三つの要素から構成されている｡ I ･

Tの姉T･K (別表:No.48)は生前カミサマであり､ヤマノカミを主に信仰していた｡この姉

の配っていたモノの一部をⅠ ･ Tが継承し､自身の信仰対象と共に合紀している状態にある｡後

に述べるが､ Ⅰ ･Tの成魂と関係する主要な信仰対象はヤマノカミではない｡しかしⅠ ･Tは､

祭祀対象のために行われる｢神様のお年取り｣という行事を､毎年十二月十二日のヤマノカミの

日に実施している｡ここには姉の信仰対象であったヤマノカミに対する敬意に加え､ Ⅰ ･ Tが姉

のもとに通っていた信者の一部を引き継いでいる事実が影響しているものと考えられる｡

I ･ TがrG.業において直接的交流をもつのは､オオカミサマと呼ばれる神である｡ I ･ Tのラ

イフヒストリーについては､鈴木岩弓｢南部地方の韮俗｣に詳しい[鈴木, 2001:3601361]｡彼

女は三十代の時に参加した共同墓地の造成でホトケサンに悪かれて以来､体調が悪化し､働くこ
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ともできず｢馬鹿になってしまった｣のだという｡その後､御縁教教会で拝み方をならうなかで､

様々な神仏が彼女のところにやって来るようになり､それと共に魂だけが抜け出て様々な神仏の

世界(｢霊界｣や｢あの世｣と表現)を見て回るようになった｡彼女はこれを｢(神仏が)色んな

光を見せてくれた｣と表現している｡そうしたなか､ある時突然大きな光が目の前に現れ､これ

を一心に拝むうちに天に昇り､自分の罪が許されたことを告げられた｡ここで出会った神こそが､

盃者的資質と関連するⅠ ･ Tの信仰対象であり､硯在来業を行う際はこのオオカミサマに祈りを

捧げ､その言葉を伝えるかたちとなっている｡上のような体験以降､ Ⅰ ･Tはオオカミサマを配

り､これを信仰するようになった｡

以上の話を考慮すれば､ ｢祭壇｣に稚っているもの全てが盛業に直接的に関係しているという

わけでないことが分かる｡大抵の場合､成盃の際に得た信仰対象を紀るために｢祭壇｣が設けら

れ､そこにカミサマの判断によって様々な祭祀対象が加えられていくとみられる｡

次に｢祭壇｣とⅠ ･Tおよびその信者との関わりについて述べる｡まず､ Ⅰ ･′Tは｢祭壇｣に

毎日水ビご飯をあげており､ ｢祭壇｣とウジガミサマ(神棚)にあげた水は捨てずに自分で飲む

ことに決めている｡一方で､カンノンサマ(⑮の十三仏様)とホトケサン(仏壇)にあげた水は

流して捨てることにしており､これは｢流してやれば､海の世界に流れていく｣からだという｡

I ･Tの韮業は｢祭壇｣の前で行われる｡ I ･Tの場合､やって来た信者の悩み事を聞き､そ

れをⅠ ･Tがオオカミサマに訊く流れとなっている｡まずは｢祭壇｣に向かってⅠ ･Tが柏手を

打ち､一心に祭文を唱え始める｡これが終了すると､次の祭文の途中でリズムにのせて信者の悩

み事がオオカミサマに伝えられ､お伺いがたてられる｡その後､さらに祭文が唱えられ､今度は

この途中でオオカミサマの回答がⅠ ･Tの口から信者に伝えられる｡一連の流れが終了すると

I. Tからアドバイスがあった後に､悩みの種類やオオカミサマからの回答によって､お械いや

お守りが手渡されるなどの対処が行われ､全ての過程が終了となる｡信者がカミサマの｢祭壇｣

と関わりをもつのは､こうした産業の場面が主と考えられるが､しかし信者とカミサマの｢祭壇｣

との関係の度合いは､自身の信仰対象を公的な信仰対象へと拡大していくか､あくまで私的な信

仰対象にとどめるかといった､カミサマの価値観によっても異なるだろう｡その点で考えた場合､

本稿の｢祭殿｣は比較的前者の志向が強いように思われる｡

盛業以外で信者が｢祭壇｣と関わる場面としては､年に一度実施される｢神様のお年取り｣が

あげられる｡｢お年取り｣とは､神様には人間よりも先に年を取ってもらう(新年を迎えてもらう)

という考えに基づく年中行事である｡南部地方ではこれが十一月から十二月にかけて広く行わ

れ､神への供え物や神前での饗食が主に行われている26｡また場合によっては､ ｢ベットサン｣

二｢ベットサマ｣と呼ばれる宗教的職能者を招いて祝詞があげられることもある27｡これは自宅内

九の神棚とは別に､屋外に小網を有する家などで行われ､本稿において確認された｢祭殿｣の事例

でも､六件中三件でこれが実施されている｡

自宅に｢祭壇｣を設けるカミサマの家も例外ではなく､八戸市では多くのカミサマが｢お年取

り｣を行っている｡ただしカミサマの｢お年取り｣の場合､そこには数十人にものぼるカミサマ
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の信者たちが参加することになっている｡カミサマが｢お年取り｣を主催する際は､主催者自身

が儀式を執行する宗教的職能者でもあるため､ ｢ベットサマ｣を呼ぶ必要は無い｡

ここではⅠ ･Tによって主催された｢お年取り｣についてその内容を記す｡なお､カミサマの

｢お年取り｣と一概に表現するものの､主催するカミサマの世界観や特徴によってその行事内容

は大きく異なる｡例えば八戸市湊町のカミサマD ･T (別表No.54)の主催する｢お年取り｣の

場合､行事のメインは彼女の行うホトケオロシであり､この点でⅠ ･Tの｢お年取り｣とはかな

り趣の異なったものとなっている28｡

【カミサマⅠ ･Tの｢神様のお年取り｣】

実施日:平成二十年(2008)十二月十二日

時間:午後一時から午後四時

主催者･儀式執行者:カミサマⅠ ･T

参加者:約四十名

･年齢層:五十代後半から六十代

･性別:男性二名､他は全て女性(男性は夫妻で参加したとみられる)

･ Ⅰ ･ Tの信者には秋田県の花輪や大阪など県外から来る者もいるが､参加者は近隣の者が多い

とみられる｡

<開始前>

①参加者たちが｢祭壇｣前でカミサマの信仰対象に手を合わせる｡持参した酒やお菓子などの

供え物､そしてお金(御神前)を｢祭壇｣に供える｡

②名簿に名前を記入｡これは式の際にカミサマに拝んでもらう人の名簿であり､参加すること

のできなかった人(家族など)の分も記入する｡

③ろうそくに火を灯し､ ｢祭壇｣の右側に用意された灯明台に載せる｡これについても､代表

者が参加できなかった人の分のろうそくを灯す｡

<儀式>

(動力ミサマのあいさつ｡

⑤祝詞(｢お年取り｣のために用意された祝詞が唱えられる)0

⑥名簿記入者の祈願｡ ｢○○ (名前)の家内安全､ ○○の大漁満足､ ○○の健康成就-｣とい

うように名前と祈願内容が読み上げられ､呼ばれた者は拍手を二回打つ｡

⑦疎い｡カミサマが幣束で参加者たちの頭上を廠う｡参加者たちはこの時に落ちた紙垂を拾い=

集め､もらって帰る｡

<会食>

(車会食｡カミサマによって食事が振舞われる｡

ノヽ



-28一

以上､カミサマⅠ ･Tの事例をもとに､カミサマ存在時の｢祭壇｣について確認してきた｡ ｢祭

壇｣に対する意味づけ､また｢神様のお年取り｣や17[^･業における関わりといった｢祭壇｣に対す

る行為の設定とは､他でもなくカミサマ自身によって生み出されたものであるoカミサマは｢祭

壇｣という宗教的価値を有するモノに対して､独自の判断で主体的にコードを生み出すことがで

きるのであり､これを保障しているのが他でもなくカミサマに認められる盃者的資質である｡し

かもこの資質が一定の社会的認知を受けているために､彼らの作り出す宗教的コードとは非常に

権威的なコードでもある｡したがって､カミサマの死とは､ ｢祭壇｣に対する意味や行為の権威

的な生産主体の喪失とみることが可能である｡

とりわけ｢何を配っているのか｣という｢祭壇｣の意味の側面に関しては､ I ･Tの例からも

分かるように､例え信者のように鉱業や｢神様のお年取り｣といった行事を通じてその意味の断

片に揺する機会があったとしても､それを完全に理解することは難しいだろう｡実際､ ｢祭壇｣

の継承者には｢なんの神様かと言われても困る｡あるものはある｣｢(祭壇の習合的様相を指して)

ゥチの神様ごちゃごちゃ入ってるから｣といった発言をする者が見受けられる｡したがって民間

蛮者の死後の｢祭壇｣では､ ｢何を示巳るのか｣というカミサマに依拠した意味の側面において｢空

白｣が生じているものと推測される｡

それでは､盛者的資質に基づいて独自に宗教的コードを生みだすことのできない非盤者は､こ

うした｢祭壇｣とどのように向かい合い､これを継承するのだろうか｡

5.民間昼者の死後における｢祭壇｣の継承-○家の事例-

本稿では現在確認されている六件の継承事例のうち､別表No57の0家の事例を取り上げる｡

六件全ての事例を通じた考察は別稿に譲るが､ 0家の事例はその一側面を顕著に示す例であるo

所在地である湊町は八戸港に面したその名のとおり港で栄えた町であり､住民には漁業関係者が

多い｡

【o家の神社:八戸市湊町字久保29】

o家の｢祭殿｣は｢神社｣と呼ばれ､ 0家の自宅敷地内に存在している(写真6)｡ ｢竹駒神社｣

の札が鳥居に掲げられているように､ 0家の｢神社｣は宮城県の竹駒神村nと深い関わりがあり､

竹駒神社を本宮とした分霊杜という扱いとなっている0分霊社という位置づけからすれば､ ｢神

社｣に経られるのは竹駒神社の主祭神である倉稲魂神､保食神､稚産霊神の三神と推測されるが､

-現在の継承者は祭神に関して｢神様｣としか述べていない｡ ｢神社｣内部は五畳ほどの広さがあり､

七三､四名が十分に寝泊り可能な状態となっているo ｢祭壇｣も相当の大きさがあり､狐の像が複

数並べられている(写真7)○調査においては､現在｢神社｣の継承者となっているC (女性:

1934-)より話を伺った｡
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<写実6 >0家の｢竹駒神社｣　　　　　　　　<写真7 > ｢祭壇｣

<写真8 >カミサマAを象った石像　　　　　　<図1 >0家の敷地見取り図

i)歴史的経緯

図2は0家の家系図である｡現在､ ｢神社｣を継承するのはCであり､ ｢神社｣はもともとCか

らみて義理の母の姑にあたるA31 (女性: 1878-1931)が紀り始めたものである｡そしてこのA

が｢カミサマをやっていた｣ (以下､話者であるCが使用した語を｢｣で括る)とされる｡ Aが

亡くなったのは難前のことであり､生年から察するに､ Aは八戸市で確認されているカAミサマの

中でも古い時期に活躍したカミサマの一人であるo

Aの成韮過程に関する情報は殆ど残っていない状態だが､唯一判明していることとして､ Aが

宮城県の竹駒神社の裏手に広がる竹薮に寵もって修行をしたことがあげられる｡カミサマは私的

な理由によって様々な神仏を拝み始め､その中で韮者としての信仰対象を獲得する例が多いこと

を鑑みれば､ Aは竹駒神社で修行する中で韮者的資質および信仰対象を獲得し､これを自宅に

紀ったと考えられる｡

竹駒神社は宮城県岩沼市に存在する神社であり､民間盛者からの信仰も厚いことでも知られ　-

る｡別表No.61の事例においても､カミサマ存在時には定期的に参拝していたという証言が得ら六

れており､ Aの場合も信者を同行して竹駒神社への参拝を行っていたようである0

Aは昭和六年(1931)に五十三歳で亡くなったが､彼女の死後も｢祭壇｣は処分されること無

く､そのままCの姑にあたるB (女性:1897-1978)が継承するに至った｡ Cは｢カミサマをやっ
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ていたのは初代のみで､後の人はやっていなかった｣と述べており､ BはC自身と同様に｢神社｣

に関しては何も知らない｢拝めない人｣であったとしている｡

Cによれば､ ｢神社｣は｢本来自宅の中にあったのだが､人が沢山来ていて拝みづらいことか

ら四十年くらい前に今の場所に移した｣のであり､これから察するに｢神社｣はAによって自宅

内に設置された｢祭壇｣が､ Bの時代に｢神社｣という形になったとみられる｡ Cの話からすれ

ば､カミサマが亡くなった後も自宅内の｢祭壇｣が信者の信仰を集めていたことになるが､こう

した状況の背景には､ ①祭神が漁船関係の人々に信仰されたこと､ ②本宮への参拝がBによって

継続されたこと､という二つの要因があると考えられる｡

まず①に関していえば､ Bの時代､ ｢神社｣は漁船に関係する業種の人々から盛んに信仰を集

めていたとされる｡ Bが継承者であった戟後から昭和四十年代にかけては､ちょうど八戸港で｢船

がさかった｣時期であり､船を生業とする人々による信仰が盛んになった時期でもあった｡ ｢拝

みに来た人｣は湊町の住人であり､ ｢船やってる人は昔はほとんど来た｣とC挿述べるo　こうし

た状況からして､ Bの時代に｢拝みに来た人｣たちの中には､ Aの信者であった人々をベースと

してBの時代に新たに加わった者も含まれているとみられる｡

②に関していえば､ Bは非力ミサマであったが､年に二回､ ｢神社｣を信仰する人々を伴って

宮城県の竹駒神社へ参拝を行っていた｡つまり､ BはAの祭壇を継承すると共に､ Aが行ってい

た竹駒神社への参拝も継承したことになるこi2｡論者の調査では確認できなかったが､八戸市史編

纂室によって平成十四年(2002)から平成十ヒ年(2005)度に実施された調査の報告3=)によると､

｢神社｣内のいたるところで｢0講中｣の文字が確認されていることから[八戸市史編纂室,

2006:84]､ Bによる竹駒神社への参拝は､分霊を碓る0家を中心とした｢講｣という形をとっ

ていたと推測される｡

Bの時代の竹駒神社参拝の梯子を､ Cは次のように語る34｡ ｢昔は大勢いたのもあって､連れ

て行くのも本当に大変だった｡昔は新幹線が盛岡からだったし､仙台で乗り換えする時も､お年

寄りが帰りの切符を間違って出したりして一苦労だったo昔はバス一台貸し切って大勢で竹駒神

社に行ったものだった｡船をやっていた人がみんな行ったが､今では(船は)みんな駄目になっ

てしまって､死んでしまった人も多い｡年に二回行っていて､夜になると竹駒神社に以前あった

宿坊で､朝まで酒を飲んでドンチャンサワギをしたものだった｡芸者みたいに馬鹿真似して踊っ

たりして､ 『0さんの団体がいるとすぐ分かる』と有名だった｡顔見知りのベットサンなんかも

いた｣｡

この言葉からも分かるように､ B時代の講員は数十人いたとみられる｡しかし漁船の衰退に伴

-　う信者の減少と､従来の信者の高齢化が進んだ結果､この数は徐々に減少したようで､現在0家

五
による竹駒神社-の参拝に参加しているのはわずか二名である｡

現在の継承者であるCが0家に嫁いだのは昭和三十年(1955)であり､そのためカミサマAと

直接の面識はない｡ Cが｢神社｣の継承者となったのはBが亡くなった後であるが､ Bが亡くな

るまでの約十年間(昭和四十年代)は､ ｢年寄りを一人で行かせるのは不安だ｣として｢付き添
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いという感じ｣で一緒に竹駒神社へ参拝している｡

ll)現状

Cは､先代が亡くなってから約三十年間にわたって｢神社｣を｢みている｣｡しかしながら､｢神

社｣それ自体への関わりはそれほど深くないo ｢神社｣に対してすべきことは米･塩･水を上げ

る程度であり､しかもこの米や水は毎日取り替えるわけではなく､ ｢あげっぱなし｣だというo

またCは､ ｢自分で拝むようなこともあまりしない○何か困ったことがあった時のみ拝む『困っ

た時の神頼み』だ｣とも述べているo ｢神社｣を継承するうえでCが最も重要視するのは､竹駒

神社への参拝である｡

現在Cは､旧二月の初午大祭と九月の秋季大祭の毎年二回､宮城県の竹駒神社に参拝している｡

現在これに参加しているのはZ (女性:五十代)とK (女性:五十代)の二名であり､両者共に

湊町の住民である｡もともとKの姑(平成二十一年五月没)がBの時代から一緒に竹駒神社-行っ

ており､姑が年をとってからはKがこれを引き継いで竹駒神社へ行っているo Kが0家の参拝に

参加し始めてからは約二十年になるo KとZとは親戚関係にあり､その縁でZは七､八年前から

参拝に参加している｡なお､ KとZは竹駒神社参拝に参加しているものの､ 0家の｢神社｣との

関わりはない｡

Kは自分の姑と0家との関係について次のように述べている｡ ｢何か緑があったんだろうね｡

Cさんとこと何か縁があって｡他の(竹駒神社以外の神様)は分からないんだけども､あんまり

他の神様を熱心に信仰するような人じゃなかったんだけども､仕事の関係とかもあってね､家の

神様として自分に合ってた･･･みたいなんです○入院してても『行け』って｡おばあちゃんは今年

の五月に亡くなったんですけど｣｡ Kの家ではタグボートの会社を経営しており､ Kの姑は｢家

で船をやっている｣という緑で0家の竹駒神社参拝に参加し始めたものと推測されるoまたZの

家も漁船業を営んでおり､よって現在0家の竹駒神社参拝に参加するのは､昔と同様､･船の関係

者ということになる｡

だがKにしてもZにしても､竹駒神社が漁業関係者の神様であったことは認識していないo K

が竹駒神社に参拝するのは､あくまでも先代の後を継いでのことである｡加えて､ KとZは0家

にカミサマがいた事実も､またそれが0家と竹駒神社との始まりであることについても知らない

状態にある｡

【竹駒神社秋季大祭】

では竹駒神社-の参拝とはいかなるものなのか｡論者は秋季大祭に同行させていただいたo

平成二十一年(2009)の秋季大祭は九月二十六日と二十七日の二日間にわたって開催されたo

諸事情でCは参加できなかったため､今年はKとZのみの参加となった｡二十六日に前夜祭とし

ての宵宮祭､翌二十七日に本祭が開催され､本年は宵宮祭と共に遷座記念祭も執り行われたo宵

宮祭は午後五時から開始のため､ KとZの両名は新幹線で仙台にやってきた後､午後四時くらい
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に神社に到着した｡かつては八戸から団体でやって来ていたものの､現在は現地集合､現地解散

となっている｡

社殿に併設された会館に毎年0家一行の部屋が確保されており､一般の参拝客用に開放されて

いる大部屋とは完全に区別されている｡現在は人数こそ少なくなったものの､カミサマAの代か

らの熱心な信者であった0家一行の待遇は特別のものである｡部屋が確保されていることに加

え､本殿での祭礼や別棟での夕食の際には神社専属の神子が部屋まで迎えにくることとなってお

り､朝は宮司自ら部屋まであいさつに訪れる｡

午後五時からの本殿における宵宮祭に参加したのは竹駒神社宮司と神子､雅楽隊､奉賛会四組

(青龍､白虎､宋雀､玄武)そして0家一行であり､ 0家一行以外は皆式典での役割を担う｢神

社側｣の人間であることを考えれば､やはり信者としての0家の待遇というものは相当のものと

いえよう｡式は神子舞､雅楽演奏､祝詞奉納と進み､最後に信者による玉串奉納が行なわれる｡

o家一行の名前が読み上げられ､一人ひとり神前で玉串の奉納と拝礼を行うこと′となる｡これが

終わると式は終了し､部屋に戻った後に夕食をとり､ -日日は終了となるo

翌日は朝七時から拝殿にて本祈祷が始められる｡この時は宵宮祭の時よりも参加者が多いが､

o家一行は他の参拝者たちよりも御神体の安置される神殿に近い､拝殿の一段高い位置に座する

こととなっている｡本祈祷の後に0家一行は現地で解散し､竹駒神社への参拝は終了となる｡

なお､ 0家の側から本宮-出向く他にも､毎年六月には竹駒神社から｢ベットサン｣が0家の

｢神社｣へやって来きて､祈祷を行うこととなっている｡ Cの場合､以上のような竹駒神社以外

の組織的宗教との関わりは有していない｡

iii)継承者の心境

Cは｢神社｣を継承することによって､竹駒神社-の年二回の参拝をも継承することとなったo

このことをC白身はどのように思っているのか｡

まず｢神社｣を継承することに関しては､主に二つの考えが垣間見える｡一つ目は経済的な観

点から､もしも｢神社｣を処分することになれば､本宮-お金をつけて返さないといけないから

｢神社｣を継承する､というものである｡ ｢返すとかなりのお金もつけなきゃいけないみたいだLo

分霊社になってるから｣と述べており､これは消極的な継承理由である｡また､ ｢本宮の宮司さ

んが自分の代で返されると困るみたい｣という点もCは気にしている｡

二つ目は宗教的な観点から｢何もできないけど､粗末にはできない｣というものである｡ ｢拝

めないけど粗末には出来ない｡不幸ごととかがあると(そのせいじゃないかと思って)嫌だし､

二そんなに大変じゃないし､管理してたらいい｣と述べており､これは積極的とも消極的とも言い
二　がたい継承理由だが､宗教的な価値を帯びたモノの要･不要という合理性だけで存続の是非をは

かることができない側面に基づく継承理由と考えてよいだろう｡ Cは｢やるのはそんなに大変で

ない｣と口にしており､この｢やる｣は祭壇に米や塩をあげることを示している｡ここに竹駒神

社への参拝は含まれていない｡
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それでは年に二度も行われる本宮への参拝についてはどうだろうか｡これに関して､ Cには強

い積極性が窺われる｡ ｢宮城県の竹駒まで行くわけだが､面倒と思うことはなかったか｣との問

いかけに対して､ Cは｢玉串を納めなきゃなんないでしょ｡あれ時計回りに回して置けって言わ

れてもね｡あれは困ったね｣と回答していることから､竹駒神社に行くという行為自体の是非は

意識していないと考えられる｡ Cは｢行けるうちは(竹駒神社に)行きたい｡おばあさんの代か

らずっと行ってることだし｣として､本宮への参拝する行為の継承を自分の意思で積極的に受け

入れている｡ ｢次の代がどうするか分からないけど､(自分の姿を)見てるから行ってくれるんじゃ

ないかな｣という一言は､ Cの本宮参拝の継剰二村する考えを最もよく表しているo

5.考　察

カミサマ存在時の｢祭壇｣を考察するにあたって､論者はカミサマ亡き後の｢祭壇｣において

は｢どのような神を稚るのか｣というカミサマに依拠する意味づけが失われ､ ｢空白化｣してい

る叫蘭性を示唆した｡ 0家の場合も､現在の継承者CはカミサマであったAとは直接の面識は無

く､ ｢神社｣の祭神に関しては｢神様｣と述べるにとどまっており､ ｢祭壇｣の意味において｢空

白｣が生じている様子が窺われる｡ただし0家の｢神社｣の場合､竹駒神社の分霊社という組織

的宗教における位置付けがモノに与えられているために､継承者であるCにとって｢空白｣とい

う認識は薄いとみられ､実際､ Cは他の事例の継承者とは異なり､ ｢何が示巳られているかは分か

らない｣といった趣旨の事柄を口にはしない｡

カミサマAから｢祭壇｣を継承したBとCとは､共に韮者的資質を保有しない非力ミサマであ

る｡彼らはカミサマのように自身の身体を通じて超自然的存在と直接的に交流し､その意を受け

取ることはできない｡よって非力ミサマである継承者には､ ｢祭壇｣における意味の｢空白｣に

対して､カミサマのように独白の判断で主体的に宗教的意味づけを行う能力は認められないo

o家において最も顕著な様相は､現在の継承者Cによって行われる本宮参拝である｡ Cの｢神

社｣自体への関わりは非常に希薄であり､ ｢神社｣の継承者として重視されるのはモノ自体-の

関わりよりも､むしろこの本宮参拝である｡ Cは年に二回､本宮である竹駒神社-カミサマAの

信者の血縁者と共に参拝を行なっているわけだが､この行いはカミサマAが行っていた慣行を先

代のBが継承し､さらにCが引き継いだものであった｡つまり0家の場合､カミサマの行為的側

面の一都が｢神社｣の継承に伴って継承され､非力ミサマの手で実行されていることになる｡こ

れは砿者的資質をもたないモノの継承者が､モノをとりまく文脈から継承者としてなすべき行為

的側面を､非力ミサマにも可能な範囲内で再構築することで､ ｢空自｣を｢空白｣のままに宗教二

的価値を有するモノと向かい合うような状況と述べることができる｡

当然のことながら､ 0家の事例によって明らかとなった様相とは､民間砿者に由来する宗教的

価値を有するモノと､それと受動的に対峠することとなった非砿者との関係の一側面を描いたも

のに過ぎない｡ 0家以外の事例においては､民間蛮者の死によって生じた｢空自｣に対して非韮
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者が積極的に関与する例も確認されており､こちらはまた別稿にて論じていきたい｡

民間砿者亡き後の祭壇によって生じた様相とは､非来者による宗教的価値を有するモノとの関

係の構築であり､これは結果的に､モノを通じて｢非韮者｣がいかなる存在であるのかを浮かび

上がらせることになる｡ ｢非盛者｣の姿は､反転してモノを介した｢来者｣の姿を浮かび上がら

せるのであり､ここにはモノという観点から｢民間来者｣を捉え直す可能性が示唆されているよ

うに思われる｡
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17　西村康､ 1976､ ｢南部地方の偲依症候群をめぐる文化精神医学的研究｣ 『精神医学』第十八巻｢二号0

18　鈴木岩弓､前掲｡

19　j二に口寄せ実施の期日､口寄せ料など産業に関する協定事項を定める[桜札1974 ● 284-285]｡
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20　石田山北龍寺の納められるイタコN･ Sの遺品にあった｢二三八盲女信仰昏々則｣ (昭和十八年_7.-月九H付け)を参考に

させていた{=いた｡調杏に快くご協力してく7:さった工藤泰厳氏には感謝の意を表したい｡

21近年みられる特筆すへき傾向として､ Jl城二二十一年から八Fl'-rhではイタコを観光資源として活用しようとする試みが

あげられるoこれは社団法人八戸観光コンへンション協会が主催となって実施された｢イタコL儒せ｣であり､ ､ド成二

卜一年ヒ月二十一Elから八月四u (三社大祭期間中)と八月十二日から卜/･川(お盆期間,F.)に試験的に行われたo九日

肘ご延べ百二十ノL組-川八作の依頼者が訪れ､県外の者が三臥市内の者が七割という状況で､県外では比例的に宮城県

からの来場者が多かった｡参加したイタコは別表のS･H､ 0･M､そして三戸郡のN･Tの二名である0

22　報恩寺は弘前山新寺町にある天台宗の寺院であり､藩政時代には津軽藩の糾二よってイタコを含めた盲人の管轄を委

ねられたoイタコに対して許叶証を発行し､厳しく統制をはかってきたが､戦後はその統制力が弱体化したとされる[桜

井, 1970:307].

23　住所区分では｢大字新湊｣ ｢大字湊町｣との区別がなされるものの､肖TJ者は湊町の一･部が埋め立て造成されることによっ

てできた地域であり､したがって住民の意識としては湊町の一･部と認識されている｡

24　汀田絹√一､ 1970､ ｢津韓のゴミソ｣､和歌森太郎編『津軽の民俗』､吉川弘文館｡池上良止､ 1984､ ｢一津軽赤倉信仰覚書

ゴミソ系カミサマの活動を中心に｣ 『文樫論叢　人文学科篇』○池は､成並の分類として用いられる｢順行型｣ ｢召命刑｣

という類型を､二律背反的なものではなく､人生の各時期において併存しうるものと説明する[池上, 1984: 20-24]｡

25　これは長野県木曽郡の御森山のことであり､ I ･Tは御棟数に所属しているD

26　青森児環境生活部県史編さん萎､ 1999､ 『馬淵川流域の民俗』､青森県､ 175-1780青森県史編さん民俗部会編､ 2OOl､ 『青

森県史民俗編資料南部』､青森県､ 303-3040

27 ｢ペソトサン｣ ｢へソトサマ｣については別に考察が必裳と思われるが､八戸市の調査からみえる傾向としては､神社

の神主とカミサマを合わせて｢ヘノトサン｣ ｢へノトサマ｣と呼ぶ傾舶鳩る｡関連する呼称としては｢ベットウ｣があ

げられ､これに関する研究としては､相中偉大｢青森県のベットウについて｣ (2007､ 『青森県の民俗』第七ぢ)や山本柘

臥｢ヘソトウと神社祭,T.u-岩手県八幡判棲代地riその事例から-｣ (2008､ 『青森県の民俗』第八号)があげられるo

だが､二者が明らかにする集落の神社祭恥二携る家との関係で述べられる｢へソトウ｣と､カミサマのような民間棚名も

包含する八√柿における｢ペソトサン｣ ｢ベットサマ｣とは､ I,干性格が異なるように思われる0

28　T ･TとD･Mは両名共に/lA業としてホトケオロシを行うカミサマであるが､ホトケに対する考え方が異なる｡ D･

Mが｢T･1二回忌が終わったらホトケサンは神になるoその間に拝まれることによって神になる｣という世界観を有する

のに対し､ 1 ･Tはr霊界は本当に人変なところで､この世は金がないと生きていかれないけども､あの世は心がないと

駄Ho生きているうちに祖先を一生懸命に拝んでいれば､死んだ後に先祖が迎えに来てくれる.そうすれば祖先が観音様

にお願いしてくれ､その後を付いてru]るにいい)というような世界観を有しており､ホトケに対するこうした認識の違い

が｢お年取り｣の違いにも影響すると考えられる0

29　平成一十一年(2004) -:月十LTqH､同年六月八日に聞き取り調査実施0

30　宮城県岩弼市稲荷町1-10

31別表ではカミサマの名前を0･Nとイニシャルで表記しているが､本文中では煩雑さを回避するため､ Aと表記して

いる｡

32　Aによる竹駒神社参拝を知る者がいないため確認はできないが､ AとBの参拝内容には相違のあった叫能性も指摘さ

れる｡

33　八FHi史編纂室編､ 2006､ 『湊地区の民俗-平成十四年一十七年度民俗聞き取り調査より-』､八戸市史編纂室o

34 ( )内は意味を明確にするための論者の]Jrl乳Cの許の中に登場する｢昔｣という表現は､ CとAとの接点がない

ことから考えて､ Bが存命時のことを指すとみられる｡
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